
一
5
三
⑰
⑲
＠
、

⑫
⑬
⑯
i
⑲

「
橋
本
雅
邦
」

⑦

「
図
按
法
」

そ
の
他

黒
川
真
頼
「
東
大
寺
正
倉
院
の
話
」
①
「
法
隆
寺
建
築
説
」

「
蒔
絵
説
」
⑦
「
織
物
説
」
⑬
、
そ
の
他
多
数

川
崎
千
虎

「
本
邦
武
装
沿
革
考
」
一

i
七
二
①
i
⑬
断
続
的
に
寄
稿
、

「
絵
所

預
家
」
⑦
「
絵
合
考
」
⑬
「
金
工
横
谷
氏
」
⑰
「
是
真
」
＠
、

そ
の
他

福
地
復
一
「
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
流
記
資
財
帳
」
⑮
「
伎
楽
面
」
R
「
能
面
の

説
」
⑱
⑲
「
模
様
考
」
一
、
二
⑰
⑱
「
印
度
古
代
の
美
術
」
一

i
四
R
i
⑭
、
そ
の
他

小
杉
椙
咄
「
上
古
中
古
に
渉
る
美
術
物
品
の
支
那
及
び
朝
鮮
に
関
係
あ
る
略

説
」
一
i
三
⑲
⑱
⑭
、
そ
の
他
多
数

一5
三
⑨
5
⑪

第
二
條

シ
ム

學

本
年
三
月
十
九
日
本
校
規
則
中
學
科
課
程
第
三
條
普
通
科
第
一
年
第
二
年
和
漢

文
ノ
後
へ
證
操
同
―
―
一
時
ノ
五
字
ヲ
追
加
シ
又
學
年
學
期
及
休
業
規
程
ヲ
學
年
及

休
業
規
程
卜
改
メ
其
第
一
條
第
二
條
並
二
試
業
及
證
書
規
程
ノ
條
ヲ
左
ノ
如
ク

學
年
及
休
業
規
程

第
一
條
學
年
ハ
九
月
十
一
日
二
始
マ
リ
七
月
十
日
二
終
ル

第
二
條
休
業
ハ
十
二
月
二
十
五
日
ョ
リ
一
月
七
日
二
至
ル
ニ
週
間
七
月
十

一
日
ョ
リ
九
月
十
日
二
至
ル
ニ
箇
月
ト
シ
日
曜
日
及
左
ノ
祭
日
祝

日
ハ
休
業
ス
翡
翡
＾

試
業
及
證
書
規
程

第
一
條
學
年
試
業
ハ
毎
學
年
ノ
終
二
於
テ
之
ヲ
行
ヒ
其
成
績
卜
平
常
課
業

ノ
成
績
ヲ
ニ
倍
、
ゾ
タ
ル
モ
ノ
ト
ヲ
比
照
、
ッ
テ
合
格
ノ
者
ハ
進
級
セ

改
正
ス

平
常
課
業
ノ
成
績
ハ
一
學
年
間
課
業
ノ
成
績
二
由
リ
受
持
教
員
ノ

見
込
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
メ
又
臨
時
試
業
ヲ
行
ヒ
之
ヲ
定
ム

學
年
試
業

二
鋏
席
ノ
者
ハ
進
級
ノ
格
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

規

東
東
美
術
學
校
第
二
年

報

諷

戸

辰

第
二
節

明
治
二
十
三
年
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第
五
條

第
二
條

第
三
條

第
四
條

第
一
條

〔解
説
ー
〕

八
月
―
―
―
十
日
本
校
規
則
左
ノ
如
ク
改
正
ス

第
四
條

第
三
條

但
疾
病
其
他
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
鉄
席
ス
ル
者
ハ
一
週

間
以
内
二
其
事
由
ヲ
詳
記
シ
保
証
人
連
署
ノ
上
試
業
ヲ
願
出
ッ

ル
ト
キ
ハ
平
常
課
業
ノ
成
績
優
等
ノ
者
二
限
リ
之
ヲ
許
ス
コ
ト

ア
ル
ヘ
シ

學
業
及
品
行
共
二
殊
二
優
等
ナ
ル
生
徒
ヲ
選
ヒ
之
ヲ
特
待
生
ト
ナ

シ
證
欣
ヲ
与
ヘ
一
學
年
間
ノ
授
業
料
ヲ
免
除
ス

普
通
科
及
専
修
科
所
定
ノ
課
程
ヲ
履
修
シ
試
業
ヲ
完
了
シ
ク
ル
者

ニ
ハ
各
其
卒
業
證
書
ヲ
付
興
ス

生
徒
在
學
中
ノ
學
業
操
行
等
殊
二
優
等
ノ
者
ニ
ハ
卒
業
ノ
際
其
證

書
ヲ
付
与
ス

東
京
美
術
學
校
規
則

継

則

東
京
美
術
學
校
ハ
綸
聾
、
彫
刻
、
建
築
、
美
術
工
藝
ノ
諸
科
ヲ
教
授

ス
ル
所
ト
ス

本
校
二
普
通
科
及
専
修
科
ヲ
置
ク

普
通
科
ハ
専
修
科
二
入
ル
ノ
豫
備
ト
シ
其
修
業
年
限
ヲ
ニ
ケ
年
ト
ス

専
修
科
ハ
組
聾
科
、
彫
刻
科
、
建
築
科
、
美
術
工
藝
科
ト
シ
其
専
門

ノ
技
術
家
ヲ
養
成
ス
各
科
ノ
修
業
年
限
ヲ
各
三
ヶ
年
ト
ス

但
建
築
科
ハ
営
分
之
ヲ
鉄
ク

普
通
科
ヲ
卒
リ
普
通
園
霊
ノ
教
員
タ
ラ
ソ
ト
欲
ス
ル
者
ハ
専
修
科
ニ

入
ラ
ス
シ
テ
特
別
ノ
課
程
二
由
リ
更
ニ
―
ケ
年
履
習
七
シ
ム

新寓

按 生

仝仝

六
時

四
時

臨

霊

毎

週

八

時

第
二
年

（
木
彫
及
土
型
蝋
型
等
二
由
テ
物
体
ヲ
彫
造
ス
ル
ノ
法
ヲ
教
ユ
）

用

器

聾

法

仝

（
幾
何
聾
法
、
投
影
霊
法
、
透
視
粛
法
ヲ
教
ユ
）

理

科

及

敷

學

仝

歴

史

仝

（
本
邦
ノ
史
暑
ヲ
講
授
ス
）

和

漢

文

仝

（
和
文
和
歌
及
漢
詩
漢
文
二
由
リ
テ
詔
法
意
義
ヲ
講
授
ス
）

憫

操

仝

（
徒
手
憫
操
兵
式
髄
操
ヲ
教
ユ
）

二
時 時

四
時

二
時

生

（
質
物
二
就
キ
花
丹
箭
毛
人
物
等
ノ
姿
勢
趣
致
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）

造

型

仝

篤
第
六
條

仝

靡
配
程
〔
『
東
京
美
術
学
校
一
覧
翡
藝
誌
紐
情
』
よ
り
転
載
〕

普
通
科
及
専
修
科
ノ
課
程
左
ノ
如
シ

普
通
科

第
一
年

時
八
時

ハ
時

臨

霊

毎

週

十

時

（
廣
ク
古
人
ノ
筆
蹟
二
憑
披
シ
線
甕
濃
淡
彩
色
ノ
各
要
項
二
就
キ
學
年
ヲ
逐

テ
之
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）
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ス）

第
二
年

毎
週
十
六
時

（
古
人
ノ
名
蹟
二
就
テ
臨
撫
摸
寓
ヲ
為
サ
シ
メ
筆
墨
彩
箱
ヲ
練
習
セ
シ
ム
）

生

仝

十

時

窟新

按

美
術
解
剖

（
人
肱
及
動
物
ノ
筋
肉
骨
格
等
美
術
二
闊
ス
ル
解
剖
ノ
大
署
ヲ
講
授
ス
）

美

學

及

美

術

史

仝

二

時

（
美
學
ノ
大
要
及
普
通
科
二
緻
績
シ
テ
美
術
史
ヲ
講
授
ス
）

歴

史

及

古

物

學

仝

二

時

（
本
邦
歴
史
中
風
俗
故
宜
ノ
大
意
及
東
洋
二
於
ケ
ル
古
物
學
ノ
要
ヲ
講
授

臨 造

摸 専
修
科

綸
聾
科

第
一
年

（
自
己
ノ
意
匠
ヲ
用
テ
聾
様
圏
按
ヲ
作
ラ
シ
ム
）

型

用
器
聾
法

理
科
及
敷
學

美
術
史

（
本
邦
及
各
國
美
術
ノ
源
委
因
革
ヲ
講
授
ス
）

歴

史

和
漢
文

證

操

仝仝 仝

十
時

二
時

二
時

――一時
二
時

摸

刻

美
術
解
剖

美
學
及
美
術
史

歴
史
及
古
物
學

第
二
年

毎

週

八

時

仝仝仝

二
時

二
時

二
時

（
自
己
ノ
意
匠
ヲ
用
テ
新
作
及
彫
刻
圏
案
ヲ
作
ラ
シ
ム
）

寓
（
廣
ク
宜
物
二
就
キ
彫
造
七
シ
ム
）

新

按

仝

十

時

生

仝

十

時

摸

刻
（
古
人
ノ
名
作
二
就
テ
摸
造
ヲ
為
サ
シ
メ
其
刀
法
ヲ
練
習
セ
シ
ム
）

毎
週
十
六
時

彫
刻
科

第
一
年

新

按

建
築
装
飾
術

（
建
築
用
式
及
装
飾
ノ
大
要
ヲ
講
授
ス
）

〔解
説
3
〕

卒
業
製
作

仝

仝

毎
週
州
六
時

六
時

仝

第
三
年

仝仝

四
時

二
時

臨寓新

按
歴
史
及
古
物
學

材
料
及
手
訣

（
綸
饗
二
用
フ
ヘ
キ
各
種
材
料
ノ
性
質
用
方
及
手
法
ノ
要
訣
ヲ
教
ュ
）

仝 仝

二
時

二
時

仝仝

三 八
時 時

仝

廿
時

生摸

仝毎
週

八
時

十
時
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岡

按
（
金
工
、
漆
工
二
適
営
ナ
ル
圏
案
ヲ
作
ラ
シ
ム
）

美
學
及
美
術
史

造
型
金
工
奪
修
ノ
者
―
一
之
ヲ
課
ス

（
土
型
蛾
型
等
二
由
テ
錨
造
物
ノ
牝
型
ヲ
造
ル
ヲ
教
ユ
）

金
工
史
仝
上

（
金
エ
ノ
源
委
因
革
及
其
博
説
等
ヲ
講
授
ス
）

冶
金
法
仝
上

（
合
金
分
金
等
金
工
二
適
嘗
ナ
ル
冶
金
學
ノ
大
要
ヲ
講
授
ス
）

調
漆
法
漆
工
専
修
ノ
者
二
之
ヲ
課
ス

仝

十

一

時

仝 仝 仝仝

二
時

一
時

十
一
時

敷
（
以
上
普
通
科
二
搬
績
シ
テ
之
ヲ
授
ク
）

美
學
及
美
術
史

授
業
法

仝 仝

二
時

二
時

按

用
器
霊
法

學

仝 仝

新窟

仝

生

仝

十
時

六
時

六
時

二
時

二
時

程
左
ノ
如
シ

臨

摸

毎
週

六
時

寓新

按
歴
史
及
古
物
學

材
料
及
手
訣

（

蠍

竹
、
牙
、
角
、
石
、
介
等
彫
刻
二
用
フ
ヘ
キ
材
料
ノ
性
質
用
方
及
手

法
ヲ
教
ュ
）

彫
刻
彩
色
法

（
彫
刻
物
二
施
ス
ヘ
キ
彩
色
ノ
法
ヲ
教
ユ
）

第
三
年

工
場
宜
習
彗
研
憚
伊
屯
一
咋
五
這
酎
↑
慣
｝

工
場
宜
習
騨
話
晶
に
内

i

二
詞
彗
酎
↑
竺

卒
業
製
作

第
七
條

第
三
年

毎
週
四
十
二
時

毎
週
十
四
時

普
通
圏
聾
ノ
教
員
タ
ラ
ソ
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
、
履
修
ス
ヘ
キ
特
別
ノ
課

美
術
工
藝
科
（
本
科
ニ
ハ
営
分
金
工
、
漆
工
ヲ
設
ク
）

第
一
年

卒建新
業築
製 装
作飾

術

仝

仝

廿

六

時

按

毎
週
舟
六
時

六
時

閾

按

造
型
金
工
奪
修
ノ
者
二
之
ヲ
課
ス

調
漆
法
漆
工
寡
修
ノ
者
二
之
ヮ
課
ス

仝

十

時

仝苺
週

六
時

十
時

仝

仝

廿
時

仝 仝 仝

生

仝

二
時

六
時

廿
時

二
時

四
時

（
漆
ノ
原
質
及
漆
ノ
調
合
製
造
ノ
法
ヲ
講
授
ス
）

漆
工
史
漆
工
専
修
ノ
者
二
之
ヲ
課
ス

（
漆
エ
ノ
源
委
因
革
及
其
博
説
等
ヲ
講
授
ス
）

應
用
化
學
仝
上

仝

（
漆
ノ
配
色
化
色
等
漆
工
二
適
営
ナ
ル
應
用
化
學
ノ
大
要
ヲ
講
授
ス
）

工
場
賓
習
崚
戸
門
后
詣
呻
ム

第
二
年

仝

二
時

一
時
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第
十
一
條
入
學
ノ
期
ハ
毎
學
年
ノ
始
ト
ス

但
臨
時
入
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

〔解
説

4
〕

0
入
學
在
學
及
退
學
規
程

第
十
條

一
孝
明
天
皇
祭

一
紀
元
節

一
春
季
皇
振
祭

一
神
武
天
皇
祭

授
業
ハ
十
一
月
一
日
ョ
リ
―
―
―
月
―
―
-
+
―
日
マ
テ
午
前
第
八
時
ョ
リ
始

メ
四
月

一
日
ョ
リ
十
月
―
―
―
十
一
日
マ
テ
午
前
第
七
時
三
十
分
ョ
リ
始
ム

ル
モ
ノ
ト
ス
本
校
二
於
テ
其
製
作
物
ヲ
評
定
、
ソ
入
學
ヲ
許
否
ス

一
新
嘗
祭

第
十
四
條

一
天
長
節

（
六
）
新
画
若
ク
ハ
彫
刻
閾
按
仝
上

一
神
営
祭

（
五
）
臨
霊
若
ク
ハ
彫
刻
摸
造
流
派
及
材
料
ヲ
問
ハ
ス

大
要

一
秋
季
皇
盛
祭

一
本
校
設
置
紀
念
日

理

大
要

ス

術

全
体

一
日
ョ
リ
九
月
十
日
二
至
ル
ニ
ヶ
月
ト
シ
日
曜
日
及
左
ノ
祭
日
祝
日
ハ
休
業

第
九
條
休
業
ハ
十
二
月
二
十
五
日
ョ
リ
一
月
七
日
二
至
ル
ニ
週
間
、
七
月
十

第
八
條
學
年
ハ
九
月
十
一
日
二
始
リ
七
月
十
日
二
終
ル

ハ
左
二
掲
ク
ル
課
目
二
合
格
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第 3章

〇
學
年
及
休
業
規
程

第
十
二
條

第
十
三
條

下
ト
シ
品
行
善
良
身
罷
強
健
ニ
シ
テ
本
校
二
於
テ
入
學
試
瞼
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者

入
學
試
瞼
課
目

（
一
）
讀
書
及
作
文

（
二
）
算

（
三
）
地

（
四
）
日
本
歴
史

漢
字
交
リ
文

府
縣
麗
ノ
特
選
二
係
ル
者
ハ
該
鹿
二
於
テ
美
術
上
二
望
｀
ミ
ア
リ
ト

認
メ
且
入
學
試
験
課
目
中
第
一
第
二
第
三
第
四
ノ
課
目
二
合
格
ノ
證
明
ヲ
為

ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
第
五
第
六
ノ
課
目
二
相
営
ス
ル
製
作
物
ヲ
本
校
二
送
致
ス

第
十
五
條
本
校
二
於
テ
入
學
試
瞼
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ハ
試
験
料
金
壼
圃
ヲ
本
校

牧
入
官
吏
二
納
ム
ヘ
、
ソ
若
シ
自
己
ノ
都
合
二
由
リ
入
學
試
瞼
ヲ
受
ヶ
サ
ル
モ

既
納
ノ
試
験
料
ハ
返
付
七
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
條
入
學
志
願
者
ハ
入
學
願
書
（
野
応

5
)

二
履
歴
書
（
畔
仁
琥
）
及
試
験
料
ヲ

添
へ
本
校
へ
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
七
條
入
學
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
正
副
保
證
人
卜
連
署
ノ
在
學
證
書

（類
琥
）
ヲ
出
ス
ヘ
シ

草

普
通
科
へ
入
學
ス
ル
モ
ノ
ハ
年
齢
満
十
六
年
以
上
満
二
十
五
年
以

創 期

ス）

特
選
二
係
ル
者
ト
ノ
ニ
種
ト
ス

（
普
通
圏
壷
ノ
教
員
タ
ル
ニ
適
鴬
ナ
ル
教
授
法
及
教
育
學
ノ
大
要
ヲ
講
授

普
通
科
生
徒
ハ
本
校
二
於
テ
入
學
試
験
ヲ
受
ク
ル
者
卜
府
縣
鹿
ノ
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正
副
保
證
人
ハ
東
京
市
及
北
豊
島
南
足
立
南
葛
飾
―
―
一
郡
内
ノ
公
民

ニ
シ
テ
生
徒
ノ
身
分
上
二
付
キ
保
證
人
タ
ル
ニ
足
リ
且
修
學
上
二
関
渉
シ
得

ヘ
キ
縁
故
ァ
ル
者
ニ
シ
テ
本
校
ノ
認
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

但
本
校
二
於
テ
適
嘗
卜
認
ム
ル
者
ハ
公
民
二
限
ラ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
十
九
條
保
證
人
又
ハ
副
保
證
人
事
故
ア
リ
テ
菱
更
ス
ル
ト
キ
若
ク
ハ
前
條

ノ
資
格
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
速
二
前
條
二
準
ス
ヘ
キ
保
證
人
ヲ
以
テ
之
二
代
へ
更

ニ
在
學
証
書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
又
三
週
間
以
上
府
外
二
旅
行
ス
ル
ト
キ
ハ
相
営

ノ
代
理
人
ヲ
立
テ
豫
メ
届
置
ク
ヘ
シ

第
二
十
條
生
徒
ハ
入
學
後
一
ヶ
月
以
内
二
自
費
ヲ
以
テ
本
校
制
定
ノ
服
帽
ヲ

調
製
着
用
ス
ヘ
シ

第
二
十
一
條
生
徒
疾
病
其
他
事
故
ア
リ
テ
一
日
若
ク
ハ
ニ
日
欽
課
ス
ル
ト
キ

ハ
其
翌
日
保
證
人
ョ
リ
其
旨
届
出
ッ
ヘ
シ
引
績
三
日
以
上
鋏
課
ス
ル
ト
キ
ハ

其
理
由
及
日
限
ヲ
記
シ
営
日
又
ハ
翌
日
中
二
届
出
ッ
ヘ
ツ
若
シ
病
氣
鋏
課
七

日
以
上
二
及
フ
ト
キ
ハ
竪
證
ヲ
添
へ
差
出
ス
ヘ
シ

但
一
時
間
若
ク
ハ
ニ
時
問
以
上
鋏
課
ノ
者
モ
本
條
二
準
シ
届
出
ツ
ヘ
シ

第
二
十
二
條
學
業
及
品
行
殊
二
優
等
ナ
ル
生
徒
ヲ
選
ヒ
之
ヲ
特
待
生
卜
為
シ

一
學
年
間
ノ
授
業
料
ヲ
免
除
ス

第
二
十
三
條
生
徒
學
業
将
来
成
達
ノ
目
途
ナ
キ
者
ハ
除
名
シ
怠
惰
不
行
状
又

ハ
本
校
ノ
規
則
告
示
等
二
背
反
シ
其
他
本
校
生
徒
ノ
風
儀
ヲ
棄
ス
等
ノ
者
ハ

其
情
状
ノ
軽
重
二
依
リ
懲
誠
、
停
學
、
逐
學
二
慮
ス

第
二
十
四
條
生
徒
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
二
由
リ
退
學
セ
ソ
ト
ス
ル

者
ハ
其
事
由
ヲ
詳
記
シ
正
副
保
証
人
連
署
シ
テ
願
出
ッ
ヘ
シ

0
試
業
及
証
書
規
程

マ
マ

第
二
十
五
條
學
年
試
業
ハ
毎
學
年
ノ
終
リ
ニ
於
テ
之
ヲ
行
ヒ
其
成
蹟
卜
平
常

第
十
八
條

一
ハ
其
証
書
ヲ
付
興
ス

普
通
圏
画
ノ
教
員
タ
ラ
ン
ト
欲
シ

一
ケ
年
特
別
ノ
課
程
ヲ
履
修
シ
タ
ル
者

課
業
ノ
成
績
ヲ
ニ
倍
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ヲ
比
照
シ
テ
合
格
ノ
者
ハ
進
級
セ
シ
ム

平
常
課
業
ノ
成
績
ハ
一
學
年
間
課
業
ノ
成
績
二
捩
リ
受
持
教
負
ノ
見
込
ヲ
以

テ
之
ヲ
定
メ
又
臨
時
試
瞼
ヲ
行
ヒ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
六
條
専
修
科
中
美
術
貫
技
二
関
ス
ル
課
目
二
於
テ
ハ
受
持
教
貧
ノ
見

込
ヲ
以
テ
学
年
試
業
ヲ
施
サ
ス
シ
テ
平
常
ノ
成
績
二
披
リ
評
貼
ス
ル
コ
ト
ア

第
二
十
七
條

均
六
十
点
以
上
ヲ
合
格
貼
ト
ス

但
美
術
実
技
二
関
ス
ル
課
目
ノ
成
績
一
課
目
六
十
貼
二
満
タ
サ
ル
者
又
ハ

他
ノ
課
目
ノ
成
績
一
課
目
四
十
黙
二
涸
タ
サ
ル
者
ハ
倶
二
進
級
ス
ル
ヲ
得
ス

第
二
十
八
條
美
術
宜
技
二
関
ス
ル
課
目
ノ
學
年
試
業
成
績
評
黙
ハ
嘗
該
教
貧

ノ
意
見
ヲ
参
酌
シ
本
校
教
員
會
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
評
定
ス
ヘ
ッ

第
二
十
九
條
學
年
試
業
二
於
テ
進
級
セ
サ
ル
者
ハ
次
學
年
二
於
テ
再
修
セ
シ

ム
尤
合
格
ノ
課
目
二
限
リ
授
業
上
差
支
ナ
キ
ト
キ
ハ
便
宜
進
級
生
卜
共
二
履

修
ス
ル
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

但
普
通
科
専
修
科
ヲ
通
ス
ル
ヲ
得
ス

第
三
十
條
學
年
試
業
二
鋏
席
ノ
者
ハ
進
級
ノ
格
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

但
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
鋏
席
ス
ル
者
ハ
一
週
間
以
内
ニ

其
事
由
ヲ
詳
記
シ
保
証
人
連
署
ノ
上
試
業
ヲ
願
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
平
常
課
業
ノ

成
績
優
等
ノ
者
二
限
リ
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
三
十
一
條
専
修
科
所
定
ノ
課
程
ヲ
履
修
シ
試
業
ヲ
完
了
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
其

卒
業
証
書
ヲ
付
興
ス

ル

ヘ
シ

學
年
試
業
評
貼
ハ
各
課
一
百
ヲ
以
テ
最
高
黙
ト
シ
諸
課
目
ノ
平
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〇
撰
科
規
程

第
四
十
條
専
修
科
中
特
ニ
―
課
目
若
ク
ハ
敷
課
目
ヲ
撰
ヒ
學
修
セ
ン
ト
欲
、
ソ

入
學
ヲ
願
出
ツ
ル
者
ハ
年
齢
涸
十
八
年
以
上
ニ
シ
テ
嘗
該
教
員
二
於
テ
試
瞼

シ
教
員
会
議
ヲ
以
テ
所
撰
ノ
課
目
ヲ
學
修
ス
ル
ニ
堪
ュ
ル
ト
認
ム
ル
者
二
限

リ
各
級
正
科
生
二
鋏
員
ア
ル
ト
キ
ハ
撰
科
生
ト
シ
テ
入
學
ヲ
許
ス

但
美
術
宜
技
二
関
ス
ル
課
目
ノ
外
ハ
之
ヲ
撰
フ
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
十
一
條
本
校
生
徒
ニ
シ
テ
美
術
上
ノ
賓
技
普
通
科
卒
業
以
上
ノ
程
度
ヲ

有
ス
ル
モ
身
燈
濠
弱
等
ニ
シ
テ
所
定
ノ
正
科
ヲ
履
修
ス
ル
ニ
耐
工
サ
ル
者
ハ

ア
ル
ヘ
シ

第
三
十
九
條

研
究
科
ヲ
修
メ
タ
ル
者
ニ
ハ
願
二
依
リ
其
証
状
ヲ
興
フ
ル
コ
ト

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
三
十
二
條

証
書
ヲ
付
興
ス

〔解
説

5
〕

〇
研
究
科
規
程

第
三
十
三
條
専
修
科
卒
業
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
猶
其
宜
技
ヲ
研
究
セ
ン
ト
欲
シ
願

出
ツ
ル
者
ハ
適
嘗
卜
認
ム
ル
者
二
限
リ
研
究
生
タ
ル
ヲ
許
ス

研
究
生
在
學
期
限
ニ
ケ
年
以
内
ト
ス

研
究
生
ハ
各
自
ノ
志
望
二

依
リ
特
二
某
教
員
ノ
指
導
ヲ
受
ク
へ

キ
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
六
條
研
究
生
ハ
自
己
ノ
新
按
ヲ
以
テ
特
別
ノ
製
作
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ト
ス
毎
學
年
ノ
末
教
員
会
議
二
於
テ
其
成
績
ノ
優
劣
二
随
ヒ
第
一
第
二
第
三

ノ
三
種

二
評
定
ス

第
三
十
七
條
研
究
生
ハ
保
證
人
ヲ
要
セ
ス
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ス

第
三
十
八
條
研
究
生
賓
技
研
究
ノ
為
メ
旅
行
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
旅
費
ヲ
給
典

第
三
十
四
條

第
三
十
五
條

生
徒
在
學
中
ノ
學
業
品
行
等
殊
二
優
等
ノ
者
ニ
ハ
卒
業
ノ
際
其

年
月
日

モ
ノ
ト
ス

姓

名

印

願
二
依
リ
試
験
ノ
上
撰
科
生
二
編
入
ス
ル
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
四
十
二
條
撰
科
生
ハ
所
撰
ノ
課
目
二
就
テ
正
科
生
卜
同
シ
ク
試
業
ヲ
受
ヶ

合
格
ノ
者
ハ
願
二
依
リ
証
状
ヲ
興
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
四
十
三
條
入
學
及
授
業
料
其
他
ノ
規
程
ハ
正
科
生
卜
同
シ
ク
遵
守
ス
ヘ
キ

〇
授
業
料
及
其
他
ノ
費
用

第
四
十
四
條
授
業
料
ハ
一
學
年
金
拾
圃
ト
シ
該
金
額
ハ
九
月
、
十
一
月
、
ニ

月
、
四
月
ノ
初
、
定
日
二
於
テ
本
校
収
入
官
吏

二
納
ム
ヘ
シ

但
修
業
年
限
中
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
等
二
由
リ
退
學
ス
ル
コ
ト

ア
ル
モ
既
納
ノ
授
業
料
ハ
返
付
七
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
五
條
教
科
用
ノ
圏
書
、
絵
謁
、
彫
刻
美
術
工
藝
用
ノ
小
道
具
及
絵

具
、
紙
、
筆
等
ハ
穂
テ
生
徒
ノ
自
辮
ト
ス

但
賓
技
上
重
要
ノ
器
品
等
ハ
本
校
ョ
リ
之
ヲ
貸
付
ス

第
一
琥
書
式
（
門
澪

m)

入
學
願
書

私
儀
御
校
二
入
學
仕
度
履
歴
書
相
添
此
段
相
願
候
也

宿
所

本
籍
族
(
-vP

芝
庄
和
字
）

何
年
何
月
生

東
京
美
術
學
校
長
某
殿

第
二
琥
書
式
（
紅
遵

m)

履
歴
書

一
何
年
何
月
何
地
何
立
何
學
校
二
入
リ
又
ハ
教
師
某
二
就
キ
何
年
間
何
學
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年
月
日

修
業
云
々

一
何
年
何
月
何
地
二
於
テ
何
年
間
何
業
二
従
事
云
々

一
何
年
何
月
何
虞
二
於
テ
何
事
二
付
賞
罰
ヲ
受
ク
ル
等

一
家
業
何
々

右
之
通
有
之
候
也本

籍
族
(-vP
註
年
ぶ
巴

第
三
琥
書
式
（
翌
環

m)

在
學
證
書

私
儀
今
般
入
學
御
許
可
相
成
候
二
付
在
學
中
御
規
則
等
固
ク
相
守
リ
勤
學

可
仕
候
依
テ
右
証
書
如
斯
候
也

宿
所

本
籍
族
職
業

宿
所

保

證

人

姓

名

印

ハ
一
切
引
受
可
申
候
依
テ
右
保
證
候
也

年
月
日

本
籍
族
(-VP
歪
知
和
忠
）

年
月
日

何
年
何
月
生

何
年
何
月
生

東
京
美
術
學
校
長
某
殿

右
之
者
従
来
品
行
善
良
ノ
者
ニ
テ
前
文
ノ
趣
相
違
無
之
候
二
付
私
共
保
証

人
二
相
立
チ
平
常
本
人
ノ
品
行
等
監
督
可
致
ハ
勿
論
在
學
中
二
係
ル
事
件

姓

名

印

姓

名

印

前
書
保
證
人
ハ
本
謳
（
郡
）
内
ノ
公
民
二
有
之
候
也

年

月

日

某

匪

（

郡

）

長

姓

前
書
副
保
證
人
ハ
本
謳
（
郡
）
内
ノ
公
民
二
有
之
候
也

年

月

日

某

謳

（

郡

）

長

姓

名

（
本
校
二
於
テ
適
営
ナ
リ
ト
認
ル
者
ハ
謳
郡
長
ノ
證
明
ヲ
要
セ
ス
）

務

本
年
一
月
八
日
本
校
授
業
始
メ
ニ
付
左
ノ
式
ヲ
執
行
ス

同
日
午
前
第
八
時
會
議
室
ノ
中
央
ニ

天
皇
皇
后
両
陛
下
ノ
御
真
影
ヲ
奉
掲
シ
教
員
事
務
員
及
生
徒
等
一
同
制
定

ノ
服
ヲ
着
用
正
列
シ
順
次
奉
拝
シ
テ
後
生
徒
二
祝
意
ヲ
表
ス
ル
絵
画
及
彫
刻

ヲ
作
ラ
シ
メ

両
陛
下
御
真
影
前
ノ
卓
上
二
供
置
奉
拝
、
ソ
テ
退
場
セ
リ

四
月
十
四
日
教
諭
今
泉
雄
作
二
美
術
取
調
ノ
為
メ
往
復
滞
在
共
一
週
日
以
内
ヲ

以
テ
日
光
出
張
ヲ
命
ス

―――
十
日
生
徒
ノ
活
力
検
査
ヲ
施
行
ス

六
月
六
日
生
徒
活
力
検
査
成
績
表
並
二
昨
年
九
月
第
二
回
生
徒
募
集
入
學
ノ
際

施
行
セ
シ
体
格
検
査
成
績
表
等
ヲ
上
申
ス
ニ
十
五
日
生
徒
修
學
旅
行
二
関
ス
ル

規
程
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如
シ

修
學
旅
行
規
程

第
一
條
本
校
生
徒
夏
期
休
業
等
ヲ
以
テ
學
術
研
究
ノ
為
メ
旅
行
ス
ル
ニ
付

虞

同
上

名

印 印

何
年
何
月
生

何
年
何
月
生

副

保

証

人

姓

名

印
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往
復
深
船
深
車
賃
割
引
ノ
便
利
ヲ
得
ソ

ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
旅
行
地
方
及
旅

行
日
限
等
ヲ
詳
記
シ
テ
其
旨
願
出
ッ
ヘ
シ

但
本
校
規
則
二
違
犯
シ
タ
ル
者
又
ハ
本
校
二
於
テ
怠
惰
不
品
行
卜
認
ム

ル
者
ニ
ハ
本
文
願
出
ヲ
許
可
セ
サ
ル
ヘ
シ

第
二
條
前
條
願
出
ニ
ョ
リ
旅
行
ヲ
許
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
其
途
中
深
車
深
船

割
引
乗
船
車
ノ
證
ヲ
交
付
ス

但
本
校
ョ
リ
照
會
済
ノ
會
社
等
二
属
ス
ル
深
船
深
車
二
限
ル

第
三
條
船
車
賃
割
引
證
ヲ
得
タ
ル
後
疾
病
事
故
等
二
由
リ
之
ヲ
使
用
セ
サ

ル
モ
ノ
ハ
必
ス
本
校
二
返
還
ス
ヘ
シ

第
四
條
船
車
賃
割
引
證
ハ
一
枚
一
人
二
限
リ
又
之
ヲ
他
人
二
賣
買
譲
典
或

ハ
貸
借
等
ヲ
ナ
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
五
條
旅
行
中
ハ
殊
二
品
行
容
儀
ヲ
傲
慎
シ
荀
モ
本
校
生
徒
タ
ル
ノ
体
面

ヲ
汚
ス
畢
動
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス

第
六
條
前
條
ノ
手
績
ヲ
以
テ
旅
行
シ
タ
ル
モ
ノ
蹄
校
ノ
上
ハ
必
ス
旅
行
中

窯
生
等
ノ
製
作
物
ヲ
受
持
教
員
二
示
ス
ヘ
シ

第
七
條
前
條
規
程
二
背
戻
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
直
二
割
引
證
ヲ
返
還
七
シ
メ
再

ヒ
旅
行
ヲ
許
サ

、
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

〔解
説
6
〕

三
十
日
本
校
＿雇
教
師
米
國
人
工
ル
ネ
ス
ト

・
エ
フ

・
フ
ヱ
ノ
ロ
サ
渦
期
解
雇
ニ

付
七
賓
窯
花
瓶
壼
到
ヲ
贈
輿
ス

九
月
二
日
ョ
リ
ニ
十
三
日
二

至
ル
第
三
回
生
徒
ヲ
募
集
シ
ニ
十
五
日

ョ
リ
ニ
十

八
日
二
至
ル
入
學
試
験
ヲ
行
ヒ
―
―
―
十
日
合
格
ノ
モ
ノ
四
十
一
人
二
入
學
ヲ
許
シ

之
ヲ
普
通
科
第
一
年
生
ト
シ
十
月
六
日
ョ
リ
授
業
ヲ
始
ム
又
今
回
ハ
規
則
ノ
改

正
等
二
係
リ
題
府
縣
へ
照
會
ノ
餘
日
ナ
キ
ヲ
以
テ
本
年
二
限
リ
顧
府
縣
ノ
特
選

生
募
集
ヲ
見
合
七
タ
リ

同
日
午
前
第
九
時
本
校
第
九
番
教
室
ヲ
以
テ
式
場
卜
為
シ
中
央

十
一
月
一
＝
日
天
長
節
奉
祝
及
勅
語
捧
禎
式
ヲ
行
フ
左
ノ
如
シ

勅
語
ノ
御
痰
署
ヲ
頒
布
サ
レ
タ
リ

文
部
大
臣
ョ
リ
教
育
上
二
闊
ス
ル

出
張
ヲ
命
シ
麗
竹
内
兼
五
郎
二
技
術
研
究
ノ
為
メ
奈
良
出
張
ヲ
命
ス

月

日

面 裏 面 表

校

印

東
京
美
術
學
校

一
此
證
ハ
明
治
何
年
何
月
ョ
リ
同
年
何
月
中
マ
テ
効
ア

ル
モ
ノ
ト
ス
次
學
年
二
於
テ
ハ
引
換
相
渡
ス
ヘ
シ

一
登
校
中
ハ
勿
論
修
學
旅
行
等
ノ
時
必
携
帯
ス

ヘ
キ
事

一
他
人
二
轄
貸
ス
ル
ヲ
許
サ
ス

一
汚
染
或
ハ
破
損
セ
サ
ル
様
注
意
ス
ヘ
シ

一
生
徒
ノ
卒
業
シ
若
ク
ハ
退
學
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
二
此

証
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ

年
生

徒

證

第

琥

何
府
縣
華
士
族
平
民

姓

名

十
月
七
日
生
徒
證
ヲ
改
正
ス
其
式
左
ノ
如
シ

縦
一
二
寸
四
分

横
二
寸
三
分

二
十
五
日
専
修
科
絵
画
、
彫
刻
、
美
術
工
藝
（
狂
II
)
ノ
諸
科
並
二
特
別
課
程
ノ
時

問
割
及
各
課
受
持
教
員
等
ヲ
定
メ
ニ
十
七
日
ョ
リ
質
施
セ
リ
ニ
十
八
日
教
授

今
泉
雄
作
二
美
術
取
調
ノ
為
メ
往
復
滞
在
共
一
週
日
以
内
ヲ
以
テ
京
都
及
奈
良

三
十
日
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本
年
末
本
校
現
在
職
員
ノ
敷
ハ
兼
任
校
長
一
名
教
授
専
任
八
名
兼
任
一
名
兼
任

〔解
説

8
〕

職

員

之
ヲ
前
年
二
比
ス
レ
ハ
六
件
増
加
七
リ

セ
リ

同 天
皇
皇
后
両
陛
下
ノ
御
真
影
ヲ
奉
掲
シ
宅
右
二
國
旗
ヲ
立
テ
卓
上
二
御
痰

署
ノ
勅
語
ヲ
奉
置
シ
同
十
時
校
長
及
教
貧
事
務
員
並
二
生
徒
等
一
同
制
定
ノ

服
ヲ
着
シ
式
場
二
入
リ
正
列
シ
順
次
御
痰
署
ノ
前
二
進
ミ
親
シ
ク
之
ヲ
奉
拝

シ
次
テ
校
長
捧
讀
席
二
着
キ
勅
語
ヲ
奉
讀
シ
且
盛
吉
ノ
在
ル
所
ヲ
訓
論
シ
一

両
陛
下
ノ
萬
歳
ヲ
奉
祝
シ
右
畢
テ
食
堂
二
於
テ
祝
盃
ヲ
畢
ヶ
午
後
一
時
退
場

二
十
九
日
帝
図
議
會
開
院
式
二
付
臨
時
休
業
ス

十
二
月
二
十
六
日
校
長
岡
倉
覺
一
＿
一
奈
良
地
方
へ
出
張
ヲ
命
セ
ラ
ル

本
年
中
慮
理
シ
タ
ル
公
文
往
復
ノ
敷
合
計
五
百
六
十
五
件
ニ
シ
テ
内
収
受
三
百

八
十
七
件
之
レ
ヲ
細
別
ス
レ
ハ
文
部
省
三
百
十
四
件
同
省
直
轄
學
校
十
四
件
他

各
省
四
十
六
件
各
府
縣
十
三
件
ナ
リ
又
焚
送
百
七
十
八
件
之
ヲ
細
別
ス
レ
ハ
文

部
省
百
二
十
七
件
同
省
直
轄
學
校
五
件
他
各
省
一
―
―
十
五
件
各
府
縣
十
一
件
ナ
リ

幹
事
一
名
雇
教
員
本
務
十
四
名
兼
務
二
名
書
記
専
任
一
名
兼
任
一
名
會
計
主
務

官
賛
雇
事
務
員
一
＿
一
名
教
科
用
岡
画
摸
寓
一
名
嘱
托
教
員
二
名
教
科
用
絵
画
取

調
等
嘱
托
一
名
通
計
三
十
五
名
ナ
リ
之
ヲ
前
年
二
比
ス
レ
ハ
九
名
増
加
セ
リ
又

本
校
定
額
ョ
リ
支
給
ス
ル
職
員
ノ
給
額
ハ
年
俸
金
千
四
百
圃
一
名
年
俸
金
六
百

圏
四
名
年
俸
金
五
百
圏
一
名
年
俸
金
四
百
園
二
名
年
俸
金
二
百
円
二
名
月
俸
金

三
十
五
円
五
名
月
俸
金
一
―
―
十
円
四
名
月
俸
金
二
十
円
六
名
月
俸
金
十
二
園
三
名

nシ
ノ
カ

嘱
託
手
営
一
ケ
年
金
百
二
十
円
二
名
日
給
金
二
十
七
銭
一
名
通
計
―
―
-
+
―
名
ナ

リ
之
ヲ
前
年
二
比
ス
レ
ハ
十
四
名
増
加
セ
リ
又
本
年
中
職
員
ノ
任
免
増
俸
等
左

三
月
十
四
日
教
諭
文
學
博
士
黒
川
真
頼
年
俸
金
四
百
園
二
進
ム

廿
五
日
願
ニ

依
リ
中
島
末
治
ノ
一
屈
ヲ
解
ク
―
―
―
十
一
日
文
部
属
安
井
一
匡
本
校
書
記
二
兼
任

シ
判
任
官
四
等
二
叙
セ
ラ
ル
雇
結
城
正
明
ノ
月
俸
ヲ
金
戴
拾
圃
二
進
ム

四
月
二
日
書
記
平
尾
吉
延
判
任
官
四
等
二
陸
叙
シ

下
級
俸
ヲ
給
セ
ラ
ル
ニ
十

三
日
非
職
農
商
務
属
後
藤
貞
行
及
東
京
府
平
民
岡
崎
庄
次
郎
二
本
校
雇
ヲ
命
シ

月
俸
各
金
賦
拾
五
園
ヲ
給
ス
ニ
十
五
旦
雇
糟
屋
正
通
ノ

日
給
ヲ
改
メ
テ
月
俸

金
十
賦
圃
二
進
ム

五
月
三
日
高
等
師
範
學
校
助
教
諭
市
村
衡
次
郎
二
本
校
体
操
ノ
授
業
ヲ
嘱
托
シ

手
営
ト
シ
テ
一
ケ
年
金
百
爪
拾
圃
ヲ
給
ス
十
六
日
東
京
府
平
民
正
七
位
加
納

夏
雄
本
校
教
論
二
任
セ
ラ
レ
奏
任
官
四
等
二
叙
シ
年
俸
金
爪
百
園
下
賜
セ
ラ
ル

教
論
橋
本
雅
邦
年
俸
金
六
百
園
二
進
ム
雇
竹
内
兼
五
郎
ノ
月
俸
ヲ
金
参
拾
五
円

ニ
進
ム
福
井
縣
乎
民
山
田
常
吉

二
本
校
麗
ヲ
命
、
ソ
月
俸
金
爪
拾
五
園
ヲ
給
ス

三
十
日
帝
醗
博
物
館
書
記
川
崎
千
虎
二
本
校
教
科
用
絵
画
取
調
等
ヲ
嘱
託
シ
手

当
ト
シ
テ
一
ケ
年
金
百
賦
拾
園
ヲ
給
ス

六
月
廿
七
日
文
部
省
専
門
學
務
局
長
本
校
長
事
務
取
扱
濱
尾
新
本
校
長
事
務
取

扱
ヲ
免
七
ラ
レ
幹
事
岡
倉
覚
―
―
一
本
校
長
心
得
ヲ
命
セ
ラ
ル

七
月
二
日
東
京
府
乎
民
石
川
光
明
同
小
川
松
民
同
海
野
竹
次
郎
二
本
校
雇
ヲ
命

シ
石
川
光
明
小
川
松
民
二
月
俸
各
金
一
―
―
十
五
圃
ヲ
給
シ
海
野
竹
次
郎
二
月
俸
金

三
十
円
ヲ
給
ス
七
日
埼
玉
縣
平
民
剣
持
忠
四
郎
二
本
校
雇
ヲ
命
シ
月
俸
金
拾

圏
ヲ
給
ス
ニ
十
一
日
文
部
属
兼
本
校
教
諭
兼
書
記
今
泉
雄
作
本
官
井
兼
書
記

ヲ
免
セ
ラ
レ
年
俸
金
六
百
円
下
賜
セ
ラ
ル
三
十
一
日
本
校
雇
教
師
米
國
人
工
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二
月
七
日
ョ
リ
十
五
日
二
至
ル
普
通
科
第
一
年
生
甲
乙
丙
組
學
期
試
瞼
ヲ
行
フ

生

徒

行
ヒ
第
二
年
生
二
進
級
ス
ル
者
五
十
二
人
ナ
リ

ル
ネ
ス
ト

・
エ
フ

・
フ
ヱ
ノ
ロ
サ
満
期
二
付
解
雇
ス

八
月
七
日
幹
事
岡
倉
覺
一―一
本
校
教
諭
二
任
セ
ラ
レ

5
江
芦
年
奏
任
官
四
等
二
叙

シ
上
級
俸
下
賜
七
ラ
ル
又
本
校
長
心
得
ヲ
命
セ
ラ
ル
帝
國
博
物
館
主
事
久
保
田

昂
本
校
幹
事
二
兼
任
七
ラ
レ
奏
任
官
六
等
二
叙
シ
年
俸
金
訳
百
闘
下
賜
セ
ラ
ル

九
月
十
六
日
東
京
工
業
學
校
教
諭
上
原
六
四
郎
本
校
教
諭
二
兼
任
セ
ラ
レ
奏
任

官
四
等
二
叙
シ
年
俸
金
四
百
闘
下
賜
七
ラ
ル
ニ
十
六
日
東
京
府
士
族
荒
井
甲

子
三
郎
二
本
校
雇
ヲ
命
シ
月
俸
金
爪
拾
回
ヲ
給
ス

十
月
七
日
教
諭
岡
倉
覺
三
奏
任
官
―――等

二
陸
叙
セ
ラ
レ
下
級
俸
下
賜
セ
ラ
ル
又

〔解
説

9
〕

本
校
長
二
兼
任
、
ゾ
奏
任
官
三
等

二
叙
セ
ラ
レ
ル
十
五
日
教
諭
文
學
博
士
黒
川

真
頼
本
校
教
授
二
任
セ
ラ
レ
奏
任
官
三
等
二
叙
シ
年
俸
金
四
百
回
下
賜
セ
ラ
ル

教
諭
兼
校
長
岡
倉
覺
一一一
本
校
教
授
二
任
セ
ラ
レ

四
咋
奏
任
官
三
等
二

叙
シ
下
級

俸
下
賜
セ
ラ
ル
教
諭
加
納
夏
雄
本
校
教
授
二
任
セ
ラ
レ
奏
任
官
四
等
二
叙
シ
年

俸
金
訳
百
園
下
賜
セ
ラ
ル
東
京
工
業
學
校
教
諭
兼
本
校
教
諭
上
原
六
四
郎
東
京

明
治
廿
一
ー
一年
末
職
員
現
在
表

工
業
學
校
兼
本
校
教
授
二
任
セ
ラ
レ
奏
任
官
四
等
二
叙
シ
年
俸
金
四
百
回
下
賜

セ
ラ
ル
教
諭
橋
本
雅
邦
教
諭
今
泉
雄
作
本
校
教
授
二
任
セ
ラ
レ
奏
任
官
五
等
ニ

叙
シ
年
俸
各
金
六
百
闘
下
賜
セ
ラ
ル
教
諭
川
端
玉
章
教
論
高
村
幸
吉
教
諭
巨
勢

小
石
本
校
教
授
二
任
セ
ラ
レ
奏
任
官
五
等
二
叙
シ
年
俸
各
金
百
五
円
下
賜
七
ラ

ル
東
京
府
士
族
野
中
鈴
太
郎
二
雇
申
付
日
給
金
訊
拾
七
銭
ヲ
給
ス
ニ
十
八
日

書
記
平
尾
旨
延
文
部
属
二
兼
任
シ
判
任
官
四
等
二
叙
セ
ラ
レ
又
東
京
學
士
会
院

書
記
兼
勤
ヲ
命
セ
ラ
ル

十
二
月
二
十
二
日
教
授
川
端
玉
章
教
授
高
村
幸
吉
年
俸
各
金
六
百
圃
二
進

ム

二
十
三
旦
屈
海
野
勝
眠
呼
喘
雇
岡
崎
庄
次
郎
雇
後
藤
貞
行
屈
山
田
常
吉
ノ
月
俸

ヲ
各
金
三
十
円
二
進
ム
雇
剣
持
忠
四
郎
ノ
月
俸
ヲ
金
拾
煎
回
二
進
ム
ニ
十
四

日
東
京
府
平
民
大
島
勝
次
郎
同
杉
浦
消
太
郎
仝
杉
浦
瀧
次
郎
二
本
校
＿屈
ヲ
命
シ

月
俸
各
金
訊
拾
回
ヲ
給
ス

七月一日ョリ九日二至ル普通科第一年生丙組五十七人ノ學期試験ヲ

悶 ,A. ロ 教事
類

比
務

較

減r-▲ -増-̀  計
員員

別

二 0

゜
00 胃

等

奏
等

等

四
等

五
五

任等

六
00  等

等

等

等

判
四
等

五
等

ノ‘

等

七
等

任

八
等

九
等

0 - 四
十
等

00  

゜
六四 屈

計
二 九 五 七八
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福長岐 滋許愛 三奈茨 千 群 埼 新 長 丘’‘ 神 京 東 北炉閉駐奈 海

島野阜 質 岡知 重良城 葉 馬 玉 潟 崎庫 JII 都京 道

華 第 絵

士 画

直
平 年

修

＝ 計 生 科

華 第 彫

士
刻

専
平 年

修

計 生 科

華 第 金

士
I 
尊

平 年
修

計 生 科

華 第 漆

士
工

裏
平 年

修

計 生 科

華 ヲ 特
履

士 修 月II

ス ノ
平 ル 課

モ
程計 ノ

華 第 晋

＝ 七 士
年 通

＝ 平
生

計 甲 科

華 第 普

/¥ 士
年 通

＝ 平
生

計 乙 科

華 第 普

七 士
通

平 年

四 ＝ 計 生 科。
四 華 l] ¥ 

ー四一 一八三 四 四 士＝ 
ー五一 ＝ 九 平 計

＝ 
二九二 一九五 七ー五 四 四 五 計通

鹿
府
縣
級
別
族
籍
一
覧
表

（
明
治
廿
三
年
十
二
月
末
調）
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合 鹿 宮 ム,""ヒC ' 佐 大 福 愛 高 禾白 和 山 広 岡 鳥 島 冨 石 山 青 岩 宮

児 歌

計 島 崎本 賀 分 岡 媛 知 /II 山 口 島 山 取根 山 川 形 森 手 城

五

八

＝ 

七

l!!I 

九

七

尺

5 

l!!I 
四

四

九 四 ー五 五四

五

四゚ 四 ＝ 五 一 四 四 六 一Iヽ

八
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改
正
規
則
は
第
一
回
生
に
も
適
用
さ
れ
た
。
改
正
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
当
初
開
設
さ
れ
た
四
科
の
う
ち
、
図
案
科
を
美
術
工
芸
科
と
改
め
、
当
分
の

問
、
伝
統
的
金
工
、
漆
工
の
み
の
教
育
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二
、
改
正
前
の
規
則
で
は
普
通
科
を
卒
え
れ
ば
直
ち
に
図
画
教
員
の
資
格
を
与
え
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
改
め
、
さ
ら
に
特
別
の
課
程
と
称
す
る
教
職
課

規
則
改
正

解

説

九
月
二
日
ョ
リ
ニ
十
三
日
二
至
ル
第
三
回
生
徒
ヲ
募
集
シ
ニ
十
五
日
ョ
リ
ニ
十

八
日
二
至
ル
入
學
試
験
ヲ
行
ヒ
合
格
者
四
十
一
人
入
學
ヲ
許
ス
十
三
日
ョ
リ

二
十
九
日
二
至
ル
普
通
科
第
二
年
生
乙
組
四
十
八
人
ノ
臨
時
試
験
ヲ
行
ヒ
技
術

〔解
説

10〕

優
等
ニ
シ
テ
同
科
二
年
生
甲
組
へ
進
級
ス
ル
者
十
五
人
ナ
リ

十
月
六
日
ョ
リ
十
―
―
―
日
二
至
ル
普
通
科
第
二
年
生
甲
組
二
十
一
人
ノ
學
期
試
験

ヲ
行
ヒ
普
通
課
業
ヲ
了
シ
専
修
科
へ
入
ル
者
十
二
人
内
絵
画
科
八
人
彫
刻
科
二

人
美
術
工
藝
科
二
人

(
5
竺
AA)
又
特
別
ノ
課
程
ヲ
履
修
ス
ル
者
一
ー
一人
通
計
十
五

人
ナ
リ
ニ
十
日
本
校
規
則
第
二
十
二
條
二
捩
リ
生
徒
中
學
業
特
二
優
等
ノ
者

四
人
ヲ
選
ヒ
特
待
生
ト
ナ
シ
本
學
年
中
ノ
授
業
料
ヲ
免
除
ス

十
一
月
十
一
日
普
通
科
第
二
年
生
乙
組
ヲ
甲
組
へ
丙
組
ヲ
乙
組
へ
編
入
ス

本
年
末
現
在
生
徒
ノ
敷
ハ
百
四
十
八
人
ニ
ッ
テ
之
ヲ
細
別
ス
レ
ハ
普
通
科
第
一

年
生
四
十
四
人
第
二
年
生
甲
組
四
十
一
人
乙
組
四
十
八
人
専
修
科
十
二
人
特
別

ノ
課
程
ヲ
履
修
ス
ル
モ
ノ
三
人
皆
自
費
ナ
リ
其
内
第
一
―
―
叩
募
集
二
係
ル
モ
ノ
四

十
一
人
内
退
學
ス
ル
モ
ノ
一
人
通
計
百
四
十
八
人
ナ
リ
之
ヲ
前
年
二
比
ス
レ
ハ

三
十
一
人
増
加
セ
リ

（
庁
府
県
級
別
族
籍
一
覧
表
、
経
費
、
書
籍
器
械
の
項
省
略
）

2

学
科
課
程

六
、
試
業
及
び
證
書
規
程
を
全
般
的
に
整
理
し
た
。

五
、
制
服
、
制
帽
の
調
製
、
着
用
を
義
務
づ
け
る
条
文
を
設
け
た
。

程
（
一
年
間
）
を
履
修
す
る
こ
と
と
し
た
。

三
、
学
科
課
程
は
大
幅
に
変
更
し
た
。
ま
ず
、
普
通
科
に
つ
い
て
い
う
と
、
甚
礎
実

技
の
一
＿
一
本
柱
で
あ
っ
た
画
格

・
図
案

・
造
型
の
科
目
を
臨
画

・
写
生

・
造
型
に
置

き
替
え
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
次
に
専
修
科
で
は
、
ま
ず
、
絵
画
科
の
場
合
、

実
技
の
三
本
柱
で
あ
る
臨
摸

・
写
生
・
新
案
の
三
科
目
中
、
臨
摸
に
多
く
の
時
間

を
割
き
、
初
学
年
で
臨
摸
に
よ
る
基
礎
学
習
を
た
っ
ぶ
り
行
う
こ
と
と
し
た
。
彫

刻
科
の
場
合
も
同
様
に
摸
刻
の
授
業
時
間
数
を
増
し
て
い
る
。
学
年
が
進
む
に
つ

れ
て
三
科
目
の
時
間
の
配
分
を
変
え
、
新
案
の
時
間
数
を
増
し
て
ゆ
く
の
は
従
来

ど
お
り
だ
が
、
新
案
は

一
年
繰
り
上
げ
て
普
通
科
二
年
か
ら
課
す
こ
と
に
し
て
い

る
。
ま
た
、
各
科
と
も
最
終
学
年
で
卒
業
制
作
を
行
う
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
た

点
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
他
、

一
般
教
雅
科
目
は
普
通
科
課
程
へ
組
み
込
み
、
専

修
科
課
程
で
は
専
門
分
野
の
充
実
を
旨
と
し
て
科
目
編
成
を
行
う
な
ど
、
全
般
的

に
整
備
さ
れ
た
。

四
、
入
学
試
験
科
目
の
う
ち
、
学
科
試
験
に
地
理
を
加
え
、
実
技
試
験
に
つ
い
て

は
、
前
の
規
則
で
は
臨
画
と
図
案
若
し
く
は
彫
刻
摸
造
と
、
不
明
確
な
記
載
が
な

さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
、
臨
画
若
し
く
は
彫
刻
摸
造
、
新
画
若
し
く
は
彫
刻
図
按

の
二
科
目
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
彫
刻
図
按
と
ほ
彫
刻
の
下
図
で
あ
ろ

ぅ
学
科
課
程
の
条
文
は
『
東
京
美
術
学
校
一
覧
騨
虹
麟
旺
声
五
立
Jl
』
所
載
の
条
文
の
方
が

授
業
要
旨
も
附
さ
れ
て
い
て
詳
し
い
の
で
、
そ
れ
と
差
替
え
て
掲
載
し
た
。
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